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令和４年度 

第４回 

宮崎地方最低賃金審議会 

 

 

 

 

 

宮 崎 労 働 局 

 

 

 

 

 
開催日時 令和４年８月 26 日(金) 午前 10：00～ 

開催場所 宮崎合同庁舎２階 共用大会議室
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会  次  第 

 

１ 異議申出に関する審議について 

 

 

２ 検討小委員会報告について 

 

 

３ 特定(産業別)最低賃金の改正について 

 

 

４ その他
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３ 宮崎県特定（産業別）最低賃金改正決定の必要性の有無について（諮問） ········ 5 

４ 最低賃金審議会令第６条第５項採用に関する基本的考え方について ·············· 7 
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追加資料 最低賃金の改定に関する異議申出書(写) 
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労働協
約・労使
協定等

機関決定 合意署名
合計
〔Ｂ〕

人 人 人 人

2,750 1,168 1,168 42.5% 適 金額改正

(174) (88) (88) 900円

人 人 人 人

8,630 337 3,495 3,832 44.4% 適 金額改正

(74) (2) (11) (13) 938円

人 人 人 人

4,250 2,335 2,335 54.9% 適 金額改正

(73) (1) (1) 825円

人 人 人 人

2,520 379 983 1,362 54.0% 適 金額改正

(48) (1) (3) (4) 847円

※　（　）内は事業所数または労組数

宮崎県各種商品小売
業最低賃金

令和4年7月14日
宮崎県小売産業別最賃労組連絡会
代表幹事

宮崎県部分肉・冷凍
肉、肉加工品、処理
牛乳・乳飲料、乳製
品製造業最低賃金

令和4年7月14日

日本食品関連産業労働組合総連合
会
宮崎地区協議会
議長

宮崎県自動車（新
車）小売業最低賃金 令和4年7月14日

自動車総連宮崎地方協議会
販売部門連絡会
議長（委員長）

宮崎県電子部品・デ
バイス・電子回路、
電気機械器具、情報
通信機械器具製造業
最低賃金

令和4年7月14日

全日本電機・電子・情報関連産業
労働組合連合会
宮崎地域懇談会
代表

令和４年度特定（産業別）最低賃金改正申出に関する要件審査結果

令和4年8月2日

名 称 申出年月日 申 出 者
適用

労働者数
〔Ａ〕

合意のあった労働者数

比率 審査結果 申出内容
参考協約額



                  

宮崎労発基 0802 第１号 

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ 日 

 

宮崎地方最低賃金審議会 

会長  松岡 優子 殿 

 

 

                                              宮崎労働局長 田中 大介 

 

 

 宮崎県特定（産業別）最低賃金の改正決定の必要性の有無について（諮問） 

 

令和４年７月 14 日付けをもって申出代表者 日本労働組合総連合会宮崎県連合

会 中川育江会長から、最低賃金法（昭和 34年法律第 137号）第 15条第１項の規

定に基づき、下記のとおり改正決定に関する申出があったので、同法第 21 条の規

定により、その必要性の有無について貴会の意見を求める。 

 

記 

 

１ 宮崎県自動車(新車)小売業最低賃金(平成 20年宮崎労働局最低賃金公示第５号) 

 

申出者  自動車総連宮崎地方協議会販売部門連絡会 

議長(委員長)   

 

２ 宮崎県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

最低賃金（平成 20年宮崎労働局最低賃金公示第３号） 

 

申出者  全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会 

宮崎地域懇談会 代表  

 

３ 宮崎県各種商品小売業最低賃金（平成 20年宮崎労働局最低賃金公示第４号） 

 

申出者  宮崎県小売産業別最賃労組連絡会 

代表幹事  

 

４ 宮崎県部分肉・冷凍肉、肉加工品、処理牛乳・乳飲料、乳製品製造業最低賃金 

（平成 20年宮崎労働局最低賃金公示第２号） 

 

申出者  日本食品関連産業労働組合総連合会 

宮崎地区協議会 議長  
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令和４年８月 26 日 

 

宮崎地方最低賃金審議会 

会長 松岡 優子 殿 

 

 

宮崎地方最低賃金審議会 

産業別最低賃金検討小委員会 

座長 三島 里都子 

 

 

特定（産業別）最低賃金の改正決定の必要性の有無について（報告） 

 

当小委員会は、令和４年８月２日宮崎地方最低賃金審議会において付託さ

れた標記について、慎重に審議を重ねた結果、下記の特定（産業別）最低賃金

について改正決定することを必要と認めるとの結論に達したので報告する。 

なお、本件の審議に当たった当小委員会の委員は、別紙のとおりである。 

 

記 

 

 

１ 宮崎県自動車（新車）小売業最低賃金 
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令和４年８月 26 日 

 

宮崎地方最低賃金審議会 

会長 松岡 優子 殿 

 

 

宮崎地方最低賃金審議会 

産業別最低賃金検討小委員会 

座長 三島 里都子 

 

 

特定（産業別）最低賃金の改正決定の必要性の有無について（報告） 

 

当小委員会は、令和４年８月２日宮崎地方最低賃金審議会において付託さ

れた標記について、慎重に審議を重ねた結果、下記の特定（産業別）最低賃金

について改正決定する必要性はないとの結論に達したので報告する。 

なお、本件の審議に当たった当小委員会の委員は、別紙のとおりである。 

 

記 

 

１ 宮崎県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器

具製造業最低賃金 

 

２ 宮崎県部分肉・冷凍肉、肉加工品、処理牛乳・乳飲料、乳製品製造業最

低賃金 

 

３ 宮崎県各種商品小売業最低賃金 

 



令和4年8月17日

区分 氏 名 現 職

四方
しかた

　由美
ゆみ

宮崎公立大学人文学部　教授

橋口
はしぐち

　剛和
たけかず

宮崎県社会保険労務士会  顧問

三島　里都子
みしま　　　　りつこ

マリンバックス法律事務所　弁護士

今村
いまむら

　彰博
あきひろ

宮崎トヨタグループ労働組合　執行委員長

鎌田
かまだ

　正洋
まさひろ

日本労働組合総連合会宮崎県連合会　副事務局長

中川
なかがわ

　育
いく

江
え

日本労働組合総連合会宮崎県連合会　会長

甲斐
か い

　正文
まさふみ

宮崎県商工会議所連合会　専務理事

河野
か わ の

　洋一
よういち

宮崎県経営者協会　専務理事

野口
の ぐ ち

　和彦
かずひこ

宮崎県中小企業団体中央会　専務理事

各側五十音順

宮崎地方最低賃金審議会検討小委員会委員名簿

公

益

代

表

委

員

労

働

者

代

表

委

員

使

用

者

代

表

委

員
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宮崎地賃審発第９号 

令 和 ４ 年 ８ 月 2 6 日 

 

 

宮崎労働局長 

田中 大介 殿 

 

 

宮崎地方最低賃金審議会 

会長 松岡 優子 

 

 

宮崎地方最低賃金審議会の意見に関する異議の申出

について（答申） 

 

 

令和４年８月 26 日貴職から、令和４年８月 10 日付け宮崎県最低賃金の改

正決定に係る当審議会の意見に対する宮崎県労働組合総連合（県労連）から

の異議申出に関し意見を求められたので、慎重に審議した結果、下記の結論

に達したので答申する。 

 

記 

 

令和４年８月 10 日付け答申どおり決定することが適当である。 

 



 

宮崎地賃審発第８号 

令 和 ４ 年 ８ 月 26 日 

 

 

宮崎労働局長  

田中 大介 殿 

 

 

宮崎地方最低賃金審議会 

会長 松岡 優子 

 

 

特定（産業別）最低賃金の改正決定の必要性の有無について（答申） 

 

 

当審議会は、令和４年８月２日付けをもって最低賃金法第 21 条の規定に基

づき貴職から諮問のあった標記について、慎重に審議を重ねた結果、下記１

の最低賃金については改正決定することを必要と認めるとの結論に達し、下

記２、３及び４の最低賃金については改正決定する必要がないとの結論に達

したので答申する。 

 

記 

 

１ 宮崎県自動車（新車）小売業最低賃金 

 

２ 宮崎県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械

器具製造業最低賃金 

 

３ 宮崎県各種商品小売業最低賃金 

 

４ 宮崎県部分肉・冷凍肉、肉加工品、処理牛乳・乳飲料、乳製品製造業 

最低賃金 
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